
平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報

〇
厚
生
労
働
省
令
第
十
八
号

薬
剤
師
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
十
三
号
）
第
三
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
剤
師
法
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

厚
生
労
働
大
臣

根
本

匠

薬
剤
師
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

薬
剤
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。





様
式
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。）に

よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。




